
横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例の一部改正 

新旧対照表 

 

※下線部が改正箇所                    公布の日（令和元年６月 25 日）施行 

 

旧 新 

（不燃化推進地域内の建築物） （不燃化推進地域内の建築物） 

第６条 不燃化推進地域内においては、地階を除

く階数が２以下であり、かつ、延べ面積が500

平方メートル以下の建築物は、法第２条第９号

の２に掲げる基準に適合する建築物若しくは同

号に掲げる基準に適合する建築物以外の建築物

で同条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該

当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分

に同条第９号の２ロに規定する防火設備を有す

るもの又は令第136条の２第１号から第７号ま

でに掲げる基準（３階以上の階に関する部分を

除く。）に適合する建築物としなければならな

い。ただし、その建築物の全部又は一部が防火

地域内にあるもの（その建築物の一部が防火地

域内にあるものが防火地域外において防火壁で

区画されている場合においては、その防火壁外

の部分を除く。）については、この限りでな

い。 

第６条 不燃化推進地域内においては、地階を除

く階数が２以下であり、かつ、延べ面積が500

平方メートル以下の建築物は、法第２条第９号

の２に掲げる基準に適合する建築物若しくは同

号に掲げる基準に適合する建築物以外の建築物

で同条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該

当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分

に同条第９号の２ロに規定する防火設備を有す

るもの又は建築基準法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令

和元年政令第30号）第１条の規定による改正前

の令第136条の２第１号から第７号までに掲げ

る基準（３階以上の階に関する部分を除く。）

に適合する建築物としなければならない。ただ

し、その建築物の全部又は一部が防火地域内に

あるもの（その建築物の一部が防火地域内にあ

るものが防火地域外において防火壁で区画され

ている場合においては、その防火壁外の部分を

除く。）については、この限りでない。 

（第２項及び第３項省略） （第２項及び第３項省略） 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


